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事業者団体の活動と独占禁止法

一事業者団体問題研究会報告 ｢事業者団体の活動と

独占禁止法上の諸問題｣をめぐって-

和 田 健 夫

はじめに

事業者団体1)は,戦前,戦後を通 じてわが国の経済社会において重要な役

割を果 してきた｡事業者団体は,わが国のほとんどの産業分野において設立さ

れているともいわれるが,公正取引委員会への届出数 (独禁法 8条 2項)でみ

ると,1992年 3月現在14,863団体であり,そのうち2,617が全国団体であ.る(辛

成 3年度公正取引委員会年次報告144貢)｡事業者団体がこれほど隆盛をきわめ

ている理由として,経済社会で果す様々な役割 ･機能が挙げられるであろう｡

事業者団体の活動は,実に多岐にわたっている｡ここで,それらを網羅するこ

とはできないが,機能に注目して整理すると,たとえば次のような分類ができ

1)独占禁止法 2条 2項は,｢事業者団体｣を次のように定める｡

｢この法律において事業者団体とは,事業者としての共通の利益を増進することを

主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい,左に掲げる形態

のものを含む｡但し,二以上の事業者の結合体又はその連合体であって,資本又は

構成事業者の出資を有し,営利を目的として商業,工業,金融業その他の事業を営

むことを主たる目的とし,且つ,現にその事業を営んでいるものを含まないものと

する｡

一 二以上の事業者が社員 (社員に準ずるものを含む｡)である社団法人その他の

社団

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免,業務の執行又はその存立を支配 し

ている財団法人その他の財団

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体｣
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①情報機能｡現代の事業者団体の機能のうちで最も重要なものの つ であ

る｡団体の構成員にとって重要な経済情報 (業界の動向,市況,行政からの情

報など)の収集,分析,提供の窓口として事業者団体は機能 している｡ 情報の

収集等を個々の事業者ではなく,団体が行なうことによって,規模の経済が働

き,収集コス トを節約することができる｡構成事業者に対する経営指導や種々

の啓蒙 ･教育活動も情報活動の一環と考えることができる｡

②調整 ･統制機能｡事業者団体は構成事業者の上に立っ組織として,利害対

立を調整し,あるいは監視 ･制裁能力を背景にして構成事業者の行動を一定の

方向に導く機能を有している｡事業者団体が行なう基準 ･認証制度,自主規制

はこのような機能の一形態である｡この機能は,しばしば,私的な競争制限を

もたらす方向に働 く反面,社会公共にとって好ましい価値や目的の実現に寄与

する利点を有している｡とくに,ここでは政府との関係が重要である｡ 事業者

団体は政府と事業者の中間にあって,政府の政策に協力し,政府の政策を代行

する役割も果している｡この関係は,戦前,戦中を通 じて現在にまで続いてい

る｡戦前,戦中には,事業者団体は,国家の経済統制政策の実施機関として働

いてきた｡戦後は,このような経済統制団体はなくなったが,国家政策と事業

者団体の調整 ･統制機能の結びっさは,政府が経済規制や行政指導を効率的に

すすめるためにしばしば事業者団体を窓口として利用するというかたちであら

われている｡

③広報 ･宣伝機能｡事業者団体の対外的な活動として,国会 ･行政庁等に対

2)越後和典 ｢事業者団体の類型と機能｣経済セ ミナ-265号 2頁,上野裕也-厚谷棄

児 ｢事業者団体分析の枠組み｣同19頁,および拙稿 ｢事業者団体の機能｣ジュリス

ト950号57頁参照｡Lamb,G.&C.Shields,TradeAssociationLawand
Practice17(1971)は,アメリカの事業者団体の主要な機能は,(1)メンバー間で

の統計的情報の交換,(｡)産業製品の販売促進,(,i)業界代表としての政府機関への働

きかけ,(I)産業における基準 (standards)の発展の促進にあるとしている｡ま

た,アメリカにおいても,二回の大戦および1930年代の大恐慌時代には,事業者

団体が政府の意向をを受けて各産業を規律する役割を果 したことが明らかにされて

いる (Ibd.7-17,167-184)｡
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する要望 ･意見表明,大衆への広報 ･宣伝活動,関連業界との連絡 ･協力,礼

会公共への協力がある｡いずれも構成事業者が属する業界の状況改善,発展,

地位向上を目的としたものである｡

④共同事業機能｡事業者団体は,また種々の事業の共同化の推進母体として

も働いている｡ 事業の範囲は,製造,販売,購入,保管,輸送,研究開発等,

構成事業者にとって本来の事業内容であるものから,福利厚生,調査研究,共

演,労務管理にまで及んでいる｡経済活動に関する共同化は,とくに中小企業

の団体の場合には,経営の合理化,競争力の確保,交渉力の強化等に資するも

のとして重要な役割を果している｡

事業者団体の活動は,競争政策の観点から独占禁止法8条による規制に服し

ている｡ これまで数多くの適用事例があり,またガイ ドライン等も公表されて

きた｡本稿は,昨年 3月に出された事業者団体問題研究会報告書 ｢事業者団体

の活動と独占禁止法上の諸問題-より開かれた活動を目指して-｣を紹介 し,

若干の検討を加えることを目的とする3)｡

Ⅰ 事業者団体の活動規制

1.事業者団体法 (1948)

最初に,独占禁止法による事業者団体の活動規制に関する経過を記しておこ

う｡ 戦後,閉鎖機関令等による私的統制団体の解散が断行されるとともに,

1947年に制定された独占禁止法の第 5条において私的統制団体の設立 ･加入が

禁止された｡そして翌1948年には事業者団体法が制定された｡この法律が出発

点である｡同法は,先に制定された独占禁止法の補完法としての性格と,過渡的

な占領政策 (統制団体除去政策)の法としての性格の両面を有していた｡事業者

団体の許容活動 (同法 4条)と禁止活動 (5条)を列挙し,団体に届出義務を課

していた (3条)が,事業者団体の活動に厳しい枠をはめるものだと受け止めら

れ,1952年には,許容活動の範囲を拡大するために同法 4条の規定が削除され

3)この報告書に関する文献としては,｢特集 ｡事業者団体の活動と独占禁止法｣公正

取引511号,｢特集 ･事業者団体の活動と独禁法｣ジュリス ト1025号がある｡
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た｡そして,日本の占領の終結後に行なわれた1953年の独禁法改正時に事業者

団体法は廃止された｡占領終結とともに同法の占領政策の法としての役割も終

了したが,独占禁止法の補完法としての役割 (競争政策の観点からの規制)は残

され,独占禁止法自身 (8条 1項 ト 5号)に引き継がれることになった4)｡

このように事業者団体の行為を構成事業者の行為とは別に規制する理由とし

ては次のようなことが言われている｡(イ)構成事業者の行為からは独立 した,事

業者団体としての行為を社会経済的に観念できる｡(｡)事業者団体の活動が,読

争制限的な結果を誘発する危険性を有 している｡ (/i)独占禁止法は,事業者につ

いては,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法を禁止 しているが,そ

のような行為が事業者団体によって行われた場合に,それを規制するための規

定を整える法技術上の要請があった5)0

これまでの独占禁止法違反事例では, 8条に関するものが最も多い｡法条別の

審決件数では,全体の約46%を占める(平成 3年度公正取引委員会年次報告13貢)｡

2.ガイ ドライン行政

(1) ｢事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針｣ (1979)

独占禁止法 8条が定める5つの禁止規定 (8条 1項 1-5号)は抽象的な表

現が用いられている｡事業者団体の活動は多様であるため,団体のどのような

行為がこれらの規定に違反するのか一禁止行為と許容行為の境界-が業界人に

とって不明瞭であるという指摘が 8条の制定当初からなされていた｡実際にも

8条違反の事件が多発 していることは,事業者団体が,一方で種々の社会経済

的な役割を果すとともに,他方で,事業者団体相互間における競争の回避や団

体としての結集された力の不当利用といった競争阻害的な行動に走る傾向が多

4)立法の経過については,たとえば次の文献を参照｡今村成和 ･条解事業者団体法

(1948),公正取引委員会事務局 ･独占禁止政策三十年史 (1977)46-50頁,厚谷

裏児 ｢事業者団体の概要｣経済セ ミナー265号11頁以下｡

5)アメリカ法や ドイツ法では,このような区別は行なわれていない｡たとえばシャー

マン法では,違反行為の主体は ｢人 (person)｣であって,これには自然人だけで

なく法人や団体 も含まれる｡したがって,団体と構成事業者が共謀(conspiracy)の

当事者とされることが通常である｡



事業者団体の活動と独占禁止法 151

いことを示 していた｡公正取引委員会は,1974年ころから,事業者団体活動

の規制のありかたについて検討を初め,独占禁止法の第三次改正 (1977)を

契機に,違反行為の未然予防を目的とした指針を作成し公表した｡これが本指

針である(以下｢事業者団体ガイ ドライン｣)｡この事業者団体ガイ ドラインは,

それまでの8条に関する同委員会の実務経験を踏まえて,事業者団体の実際の

活動 (主として構成事業者を対象にしたもの :価格,数量,顧客等,設備等,

種類等,営業方法等,情報活動,経営指導,共同事業)および構成事業者以外の

事業者に対する行為を,｢原則として違反となるもの｣,｢違反となるおそれがあ

るもの｣,｢原則として違反とならないもの｣という三つの範噂に分類したもので

ある｡同時に事業者団体の違反行為を防止するために事前相談制度が設けられ

た｡団体による相談事例は増加しっっあり,毎年その概要が報告されている6)0

(2) ｢医師会の活動に関する独占禁止法上の指針｣ (1981)

1980年に医師会が会員の加入制限を行なったことが独占禁止法 8条 1項 3

号に違反するとの審決7)が出されたことを契機として作成された (以下 ｢医

師会ガイ ドライン｣)｡新規開業の制限行為,会員の診療活動の制限行為等に関

する独占禁止法上の考え方が示されている｡

(3) ｢公共工事に係る建設業における事業者団体の諸活動に関する独占禁止

法上の指針｣ (1984)

1982年に公共工事にかかわる建設業者の談合に対 し初めて独占禁止法 8条

1項 1号を適用する審決8)が出されたことを契機に,公共工事をめぐる建設

6)事業者団体ガイ ドラインの作成と同時に,文書による事前相談制度が設けられた｡

これは,文書による異体的な相談があった場合に文書をもって回答するものであ

り,独占禁止法に抵触しない旨の回答をした場合には,その後において当該回答に

際しての判断の基礎となった事実に変更が生ずる等の理由により当該回答を文書で

撤回した後でなければ,法的措置はとらないことになっている｡ しかし実際の相談

事例は,この制度によるものよりも,従来からの一般相談制度にもとづくものが多

い｡公正取引委員会は昭和57年度以降,相談事例の主要なものを公表しているが,

大部分は後者によるものである｡

7)千葉市医師会に対する件 ･昭和55年 6月19日勧告審決 ･審決集27巻39貢｡

8) (社)静岡建設業協会に対する件 ･昭和57年 9月8日勧告審決 ･審決集29巻66貢,

(社)清水建設業協会に対する件 ･昭和57年 9月8日勧告審決 ･審決集29巻70貢｡



152 商 学 討 究 第44巻 第 3号

業団体の活動 (情報交換活動,経営指導活動)と独占禁止法の関係を明らかに

するために作成された｡

(4) ｢流通 ･取引憤行に関する独占禁止法上の指針｣(1991)

この指針は,1990年 6月の日米構造問題協議における日本側の最終報告に

従って,商慣行の改善のために作成されたものである (以下 ｢流通 ･取引慣行

ガイ ドライン｣)｡前述(1)～(3)のガイ ドラインとは異なり,事業者団体を直接対

象としてはいないが,排他的取引慣行の項目である ｢顧客獲得競争の制限｣お

よび｢共同ボイコット｣において事業者団体の活動に関連した記述がみられる｡

Ⅱ 報告書の内容

1.研究会設置の背景

報告書を作成 した事業者団体問題研究会の設置は1992年 1月であるが,設

置に至った背景および公正取引委員会の問題意識は次のようなものであった｡

まず,事業者団体の独占禁止法違反については,これまで法の執行,ガイ ドラ

イン,事前相談等で厳正に対処 してきたにもかかわらず,最近10年間をみても,

独占禁止法違反事件の約 3分の 1が 8条違反であるという事実を指摘 してい

る｡これに加えて,次のような課題を公正取引委員会自身が認めたことが研究

会設置の動機となった9)｡

(ィ) 経済のグローバリゼーションの進展に伴い,わが国の市場アクセス改善

の観点から団体の開放的かつ透明,無差別な活動の確保等が課題となって

いる｡つまり,事業者団体が市場において大きなウエイ トを占めているな

かで,加入制限や事業者団体の事業の便益提供にあたって排他的な行為な

どが行われることは問題である｡

(T3) 近年,事業者団体による種々の自主規制が増加しているが,その日的,

内容によっては独占禁止法上の問題が起こりうるので,自主規制について

9)座談会 ｢事業者団体の活動と独占禁止法上の諸問題J ジュリス ト1025号 8-9頁

(以下 ｢ジュリス ト座談会｣),金子晃 ｢事業者団体の規制と問題点｣公正取引511
号 5頁｡
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の整理が必要である｡

ぐ,) 日本では,事業者団体は行政と個々の事業者の問にあって重要な役割を

果しており,競争制限的な行為が行われた場合の影響は非常に大きいと考

えられる｡団体と行政との関係を独占禁止法の立場から検討することが必

要である｡

報告書第 1章 (｢はじめに｣)でも,とくに(1)の課題に言及 し,｢団体の中で

も経済的影響が比較的大きく,このような課題に関係が深い,業界の利益の増

進等を目的とする全国的な業種別の団体を対象として,その活動における独占

禁止法上の問題点の検討を行なった｣と述べている (報告書 1貢)｡このよう

に,今や日本の産業組織の一部として,わが国市場における企業行動に大きな

影響を及ぼす事業者団体の活動を-とくに,わが国市場へのアクセスとの関連

で-独占禁止法の立場から検討することが今回の報告書の目的であった｡

公正取引委員会がこのような取り組みを始めた背景には,いくつかのできご

とがあった｡端緒はおそらく,1980年代の終 りごろから顕著になった日本の

流通 ･取引慣行等に対する国内外からの批判,問題提起である｡ 日米構造問題

協議 (S.Ⅰ.Ⅰ.)もこのような問題を両国が議論する場として始まったものであ

る｡ 公正取引委員会は,構造問題協議の第 1回会合が開かれた1989年 9月に,

｢流通 ･取引慣行等と競争政策に関する検討委員会｣ (以下 ｢検討委員会｣)

を設置し,この問題について競争政策の観点から幅広 く検討することを依頼 し

た｡検討委員会は,1990年 6月,日米構造問題協議の最終報告の直前に,そ

の検討結果 ｢流通 ･取引慣行とこれからの競争政策一開かれた競争と消費者利

益のために-｣を公表 した｡そこでは,｢一般消費者の利益を確保 し,国際的

に開かれた市場において内外の企業が自由に活動を行えるようにするために

は,公正かつ自由な競争を促進 し,日本市場が真にその機能を発揮 し得るよう

にしていくことが必要｣であり,そのためには独占禁止法の厳正な運用が基本

課題であるとともに,厳正な運用を実効あらしめるためにガイ ドラインを示す

べきである,との意見が述べられていた｡この提言は,構造協議最終報告にも

取入れられ,1991年 7月前述の流通 ･取引慣行ガイ ドラインが作成された｡
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検討委員会の報告書は,事業者団体の活動についても触れている｡問題とな

る具体的な活動として,加入制限,規格 ･基準認証活動,加入者の差別的取扱

い,ボイコット,情報活動,行政との関係を取り上げ,競争政策上の考え方を

示し,対策として事業者団体の活動の十分な監視,前述の1979年事業者団体

ガイ ドラインの一層の周知徹底等を提言している｡しかし,なぜか構造問題協

議最終報告には,事業者団体の活動に対する独禁政策上の対応を記述した項目

はなく,この提言は取り入れられなかった｡ただ,報告書が基準 ･認証制度の

再検討を記述した箇所で,業界団体の行う基準 ･認証も対象とすることを明ら

かにしているのが唯一関連する部分である｡ところが,構造問題協議のフォ

ローアップ第 2回年次報告 (1992年 7月)では,事業者団体の問題が取り上げ

られ,そこで日本政府は次のような措置をとることが確認されている｡すなわち,

㈹ 公正取引委員会は,事業者団体による独占禁止法違反行為に厳正に対処

するとともに,事業者団体の活動を監視する｡ また,同委員会は,1992

年 1月から開催している事業者団体問題研究会において,競争政策の観点

から,事業者団体の活動のありかたについての検討を進め,その結果およ

び提言は公表される｡ 同委員会は,その結果に基づき,必要に応じて適切

な措置をとる｡

(｡) 日本政府は,わが国市場における市場アクセスの改善の観点から,各産

業を代表して活動する事業者団体の開放的,透明かつ無差別な活動が確保

されるよう努力することを再確認する｡そのために,各省庁は,次の措置

をとる｡(a)所管する事業者団体のうち主要なもののリス トを作成し,利用

可能とする,(b)事業者団体がその活動内容等を記述した報告書を作成する

ように勧奨する,(C)上記報告書をとりまとめ外国企業に利用可能とする｡

このように,事業者団体の活動は,最近では,｢開かれた日本市場｣という

文脈のなかで語られ,その問題性が閉鎖的効果をもたらす側面 (具体的には,

加入制限,基準 ･認証制度,政府との関係などにおいて)にあることを,公正

取引委員会としては早くから認識 していた｡今回の報告書は,このような背景

のもとで生れたのである｡
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2.団体の活動に関する独占禁止法上の基本的な考え方

報告書第 2章は,｢事業者団体の活動概要｣である｡これは,届出がなされ

ている全国主要団体 (1,002団体)と,わが国において事業活動を行なってい

る外国企業 (500社)を対象に公正取引委員会が実施した実態調査 (アンケート

調査)の結果である｡報告書はこの調査に基づいて作成されている｡ しかしここ

では取り上げず,以下の叙述において (本文及び注),必要な限りで引用する｡

第 3章｢団体の活動に関する独占禁止法上の考え方｣が報告書の中心である｡

報告書はまず,基本的考え方を示している (報告書第 3葺,26-28頁)0

(1)開放性

重要な情報機能 (行政情報,当該業界に関する情報)を果している団体-の

加入の問題｡このような団体への加入を制限されると事業活動上の影響が大き

いので,団体の加入資格等はできるだけ開放的にしていく必要がある｡

(2)無差別性

重要な情報機能 (行政情報,当該業界に関する情報)を果している団体の便

益を受けなければ事業が困難になる場合には,アウトサイダーにも開放するこ

とが必要である｡

(3) 事業者の自由な活動の保障

団体が自主規制 (一定の価値,社会目的の実現のために構成事業者が守るべ

きルールを定める)を行なう場合には,構成事業者の事業活動を不当に拘束(価

格,数呈等,本来事業者が自由に決定すべき競争条件の制限)しないことが必

要である｡また,団体の自主規制ルールを制裁措置 (制裁金,除名処分等)に

よって構成事業者に強制することも問題である｡

(4) 消費者等の外部の意向の反映

団体が自主規制,規格 ･基準認証を行なう場合には,公益性の強いものもあ

り,外部の意見,考え方を反映させることが必要である｡団体の自主規制等の

活動においては,そのルールや基準に合理性,客観性が求められる｡

(5) 透明性

団体の活動が懇意的になり,アウトサイダーや消費者等の需要者の意向が反
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映されない結果,競争制限的行為が行なわれることを防止するためには,団体

の活動内容や取り扱う情報は,会員だけでなくアウトサイダーや消費者にも開

放することが必要である｡

(6)国際的幣合粧-の配慮

団体による規格 ･認証制度においては,国際的基準の尊重や外国で国内と同

等の実績を特っものを尊重することが必要である｡

(7) 行政と団体の関係改善

行政庁は,自らとの関係における活動について団体が競争制限的行為を行な

うことがないよう,その組織と活動について開放性,無差別性,透明性が確保

されているか十分に監督する責任がある｡また,行政庁自らもその活動につい

て透明性を確保することが必要である｡

(8)団体活動の有益な機能を踏まえた独占禁止法の適用

規格 ･基準認証制度,自主規制,統計資料作成活動等については,本来競争

促進的機能を持っものや,種々の社会公共への配慮のための活動等の合理的な

機能を持つものが少なくないので,この点も配慮すべきである｡そこで,独占

禁止法の適用を考えるにあたっては,上記(1)～(7)の考え方に加えて,さらに,

(-I)当該行為の目的が合理的なものであるか,(ロ)当該行為の内容が目的達成のた

めに合理的な範囲にとどまっているか,(/,)需要者の利益を不当に害していない

か,(I)遵守を強制していないか等の判断基準に従って,かっ事案の具体的内容

および大企業が会員である団体か又は中小企業が多い団体か否か等を考慮 し

て,きめ細かな判断をする必要がある｡

最後の(8)では,要するに,団体の有益な機能と上記(1)～(7)の諸要請を比較考量し

ながら総合的に判断するという,8条の解釈の基本原則が示されているのである｡

3.主要な活動類型ごとの独占禁止法上の考え方

次に報告書は,事業者団体の活動類型ごとに独占禁止法上の考え方を示して

いる (報告書第 3章,28-48頁)｡ここでは,(1)団体の加入制限,(｡)基準 ･認

証制度,(/,)団体の自主規制 (通常の団体の場合),(I)団体の自主規制 (専門職
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業の団体の場合)が取上げられている｡以下;報告書の内容を紹介しつつ若干

のコメントを加える｡

(1) 団体の加入制限

団体はその目的を追求するために会員の資格や加入を制限することがありう

る｡そのこと自体は非難すべきではない｡しかし,経済社会において重要な役

割を果す事業者団体の構成員であることが,経済活動を続けていく上で不可欠な

条件となっているような状況においては,別の考慮も必要となる｡報告書は次の

ように述べている｡｢事業者が活動するにあたって団体が重要な役割を担ってお

り,団体に加入しなければ事業を行うことが困葵臣となるような場合,合理的理由

のない加入制限があるために,あるいは合理的理由もなく加入を拒否されたため

に事業者が市場に新規に参入することが阻止されたり市場から排除されることに

なるとすれば,事業者の数の制限やボイコットとして独占禁止法上問題となる｣｡

加入制限が,一定の事業分野における事業者の数の制限 (独禁法 8条 1項 3

早)に該当しうることについては,実際の適用事例 10)があり,各種のガイ ド

ライン (事業者団体ガイ ドライン,医師会ガイ ドラインおよび流通 ･取引慣行

ガイ ドライン)でも示されている｡ ここでのポイントは,｢団体に加入 しなけ

れば事業を行 うことが困難になる状況｣と,加入制限に ｢合理的な理由が

ない｣ということである｡ 報告書によると ｢合理的理由｣の判断にあたって

は,｢加入制限の目的自体が正当なものであるか,制限の内容が目的達成のた

め必要な限度にとどまっているか等を検証して判断｣される｡その際,外国企

業の国内市場への参入を阻害することのないように国内で活動する外国企業と

10)たとえば,全国レコード商組合連合会に対する件 ･昭和38年 2月13日同意審決 ･審

決集11巻58頁 (新規販売店の団体加入制限をするとともに,当該非会員にレコー ド

を販売しないようにレコー ド製造業者に申入れた事例),岡崎青果商業協同組合に

対する件 ･昭和41年 1月13日勧告審決 ･審決集13巻99貢 (団体に加入しなければ青

果物の販売業を営むことが困難であるという状況下で,距離制限によって団体-の

加入を制限した事例),千葉市医師会に対する件 ･昭和55年 6月19日勧告審決 ･審

決集27巻39貢 (医師会に加入しなければ開業医になることは困難になる状況下で,

医師会の承認を得ないで開業する場合には入会を拒否することによって加入制限を

した事例)｡
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国内事業者を無差別に扱 う ｢内外無差別の原則｣を確立することが重要である

とされる｡そして報告書は,加入制限の形態ごとに ｢合理的理由｣の考え方を

示 しており,この点が報告書の特徴である (報告書29-32頁)｡

加入制限(会員の資格制限)の具体的な形態として取 り上げられているのは,

(j)国籍,(｡)国内での営業経験,製造設備の有無,い)日本での許認可等の有無,

(i)一定の事業規模 ･能力,経験年数,(*)業種,N会員の種類,(卜)会費,入会金,

(痛苦動地域の限定 ･距離制限,である11)｡ そして前述 したとおり,これらの

資格制限の合理性は,資格制限により追及する目的と制限の内容との関係に

よって判断される｡報告書は,目的との関係で資格制限が合理的となる可能性

を認めているが (たとえば上記(ロ)(,i)(i)の場合),国籍 (日本法人あるいは日本

国籍を有するもの)による制限については,制限それ自体に懐疑的な態度を有

しているように思われる (団体に加入できなければ日本における事業活動が困

難になる場合には独占禁止法上問題となる)12)｡

報告書は,このほかに,(リ)専門職業の団体の加入脱退,(メ)運用次第で加入制

限的的に働 くもの等,囲定款,規約に加入要件が明確になっていない場合,(わ

加入の強制等,についても検討 している｡(メ)や(JL)のケースは実際にも問題とな

りうると思われる｡報告書によれば,加入資格が明確性を欠 く場合(たとえば,

ll)実態調査は次のような結果を示している｡正会員となるための要件として最も多い

項目は,｢団体の趣旨に賛同するするものであることが必要｣で65.6%,次に多い

のが｢会員の推薦が必要｣で23.2%,そのはか,｢社会的信用が必要｣16.8%,｢行政

庁の許認可もしくは行政庁への届出が必要｣16.7%,｢国内での営業経験,国内で

の製造設備が必要｣16.4%, ｢日本法人であることが必要｣ll.0%,経験年数等

｢一定の事業経験が必要｣7.5%,売上高,製造設備等の ｢一定の事業規模が必要｣

6.6%,｢その他｣17.2%である (複数回答可)｡また,新規加入手続では,｢理事会

等の承認｣が80.3%と圧倒的に多く,次いで ｢総会の承認｣9.1%,｢単なる届出

のみで可であり,特別の承認を要しない｣4.8%などである｡

12)ジュリスト座談会 (注9)13-14貢｡外国企業に対する調査 (500社対象｡有効回答

数275社)のなかで,事業者団体に加入していないと回答した企業は93社である｡

加入していない理由として,｢加入を拒否された又は加入したくとも加入できない｣

との回答が9で9.2%である｡加入拒否の理由は,｢定款 ･会則等の上での会員資格

の定義に合致しない｣というのが唯一の理由である｡その内訳は,｢国内で製造を行

なっていない｣との回答数が6と最も多く全回答数の過半数を占め,次いで ｢一定の

事業経験の不足｣了日本法人でない｣,｢一定の事業規模の不足｣が各2となっている｡
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｢社会的信用のあるもの｣,｢公共の福祉を重んじて品位を保つもの｣などとい

う資格要件),運用次第で加入制限的に働く場合(｢団体の趣旨に賛同するもの｣,

｢会員○名以上の推薦を受けたもの｣,｢理事会の承認を得たもの｣などの資格

要件)には,加入制限が合理的と考えられる場合もあるが,特定の事業者を市

場から排除する目的を有していないかどうか見極める必要がある｡また定款,

規約において加入要件が明確に示されていない場合には,窓意的な連用がなさ

れ,参入阻止的に働かないようにすることが重要である｡

専門職業の団体の場合については,次のように述べている｡まず根拠法にもと

づいて設立され,団体-の加入拒否 (登録拒否)の事由が法定されている団体の

場合は,法律に基づいて運用されている限り問題とはならない｡しかしこのよう

な団体の場合,団体に加入できないことは業務を行うことができないことに等し

いか ら,抽象的な登録拒否事由 (たとえば ｢○○会の秩序,信用を害するおそれ

がある｣といった規定)が懇意的に運用されないように注意する必要がある｡専

門職業の団体でも加入 ･脱退に係わる法律の規定がない場合,あるいは民法にの

み根拠を有する団体の場合には,専門職業の資格を持っている者の加入を合理的

理由なく拒否したり,資格の法律上の取消事由に該当しない者まで除名するする

ことは独占禁止法上問題となるおそれがある｡

最後に加入の強制等に関しては,団体への加入 ･脱退は事業者の任意の判断

によるべきであるから,加入の強制や脱退できないように圧力をかけることは,

独占禁止法上問題になるとされている｡

次に,｢事業活動を行うことが困難｣になるかどうかは,報告書によれば,

団体の市場におけるシェア,行政との関係を含め団体の果している機能 ･便益

を総合的に評価した上で,加入することが事業上必須となっており,加入しな

いと事業活動が一般的に困難になるか否かの観点から判断される｡この点に関

する実態調査が興味深い｡それによると,団体加入のメリットについては,｢同

業者,取引先等関連業界の情報が入手 しやすい｣77.6%,｢行政庁からの情報

が入りやすくなる｣72.4%,｢社会的信用が増す｣61.3%,｢行政庁に対する

申請書等がスムーズになる｣29.4%,｢融資 ･保証,官公庁からの業務委託等
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の便益が受けられる｣ll.1%となっている｡報告書は ｢社会的信用や団体の

便益にも行政庁が関与していることの効果が含まれていることも考えると,対

行政関係におけるメリットが大きいウエイ トを占めている｣と結論している｡

次いで加入 しないことによる不利益の程度については,｢事業上特段の影響は

ない｣との回答が全体の71.1%,｢事業上多少不利にはなるが,事業に支障を与

える程度ではない｣が25.3%,｢事業上著 しく不利になり事業が困難になる｣は1.4

%,｢事業が事実上不可能になる｣0.6%である｡この調査からすると事業活動を

行なうことが困難になるのは稀なケースともいえそうである13)｡ ただし,同じ

調査を外国企業に対 して行なった結果は,｢事業上特段の影響はない｣58.7%,

｢事業上多少不利にはなるが,事業に支障はない｣が26.2%,｢事業上かなり不

利になり,事業が困難になる｣8.9%,｢事業が事実上不可能になる｣5.3%,

となっており,外国企業にとっては影響の程度が異なることが示されている14) ｡

(2) 規格 ･基準認証制度

規格 ･基準認証制度は,商品又は役務の品質 ･種類等について,団体が自主

13)ただ し,調査対象 となった団体の規模をみると,全国的な団体にもかかわ ら

ず,シェア- (会員の売上高等の合計が市場全体の売上高に占める割合)が75%以

上を占める団体の数は,回答団体の約54%である｡会員の事業規模の点では,中小

企業の会員が多い団体が全体の約 3分の 2を占めている｡未加入のデメリットの程

度に関して,事業活動に影響するとの回答がそれほど多 くないのは,このような対

象団体の規模も原因であるかもしれない｡

14) ｢事業は事実上不可能になる｣又は ｢事業上かなり不利になり事業が困難である｣

と回答 した外国企業32社 うち最 も多い業種は,金融 ･保険業 (17社,53.1%)で

ある｡なお,外国企業に対する調査の結果は次のとおりである｡加入状況では,回

答のあった275社のうち,日本の事業者団体に加入 していると回答 した外国企業数

は 186社で,67.6%である｡加入の理由で最 も多いのは,｢同業者,取引先等関係

業界の情報が入手できる｣で79.6%,次いで ｢関係官公庁の通達等の情報が入手

できる｣66.1%,｢同業他者との親睦が図れる｣59.1%,｢関係官庁-の申請業務

等がスムーズになる｣28.0%,｢取引先との関係が円滑になる｣22.0%などとなって

いる (複数回答可)｡加入のメリットについても調査されているが,加入理由とほ

ぼ同じで,｢同業者,取引先等関連業界の情報が入手できる｣が最も多 く76.9%,｢関

係官公庁の通達等の情報が入手できる｣67.7%などとなっている｡事業者団体に

加入 していないと回答 した企業 (93社)に対する調査では,加入 していない理由と

しては,｢加入の必要を感じない又は加入することのデメリットが大きい｣との回

答数が全体の68.4%,次いで ｢団体があることを知 らなかった｣22.4%,｢加入を

拒否された又は加入 したくとも加入できない｣9.2%である (複数回答可)0
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的に,あるいは法律や行政指導にしたがって規格 ･基準 (検査 ･検定制度)杏

設定したり (以下 4(1)②参照),基準に達した場合に証明書 (認証)を与える

制度である15)｡ 実態調査によれば,団体の自主規格を設定している団体は全

体の13.2%である｡また,公的規格との関係では,会員の製造 している製品

等について JISのある団体が54.5%という結果が出ている｡規格 ･基準は,

製品の安全性の向上,消費者利益の保護 (商品情報に関する不完全性の排除),

生産能率の向上,流通の合理化,部品の互換性の増大,粗悪品の排除等の目的

や効果を狙って行なわれ,合理的な側面を有している｡しかし,他方で団体の

定める規格 ･基準自体が,本来会員が自由に行なうべき製品開発等を制限した

り,多様な商品 ･役務を必要とする需要者に不便を与えるおそれがある｡また;

1980年代前半に,非関税障壁撤廃の観点からわが国の規格 ･基準認証制度の見

直しが行なわれたことからも明らかなように,団体の行なう規格 ･基準認証制度

は,外国企業をはじめとしてアウトサイダーを排除する可能性を有している｡

1979年の事業者団体ガイ ドラインでも,｢5 種類,品質,規格等に関する

行為｣において事業者団体の規格 ･基準設定行為と独占禁止法に関する考え方

が示されている｡ただ,事業者団体ガイ ドラインは,これらの行動の独占禁止

法上の問題性を,構成事業者の自由な活動の制限を中心に説明しているのに対

し,報告書は,さらにアウトサイダー (非会員)の排除効果,ボイコット効果

をも問題としているところが特徴である｡

構成事業者との関連では,事業者団体ガイ ドラインは,｢規格等の制限 (5-

1)｣を ｢違反となるおそれ｣のある行為に分類し,(-1')価格制限行為の補完のた

めに行われる (製品の規格を統一することによって販売価格を決定する)場合,

(｡)構成事業者の競争手段を制限することとなる場合,(,～)需要者の利益を害する場

15)厳密には,規格 ･基準 (standard)の設定とその運用形態が区別される｡基

準 (製品の品質,成分,効果 ･効能等に関するもの)に合致しているかどうかをテ

ス トし,合格 している商品に対 して証明を与えるのが認証 (certification)であ

る｡当該商品を生産するすべての者が設定された基準に従うのが標準化 (stan-

dardization),規格 (商品の仕様,寸法,等級菩)に従うのが規格の統一 (sim-

plification)である (Lamb&Shields,Supranote2at76)｡
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合などは違反(8条 1項 1号又は8条 1項4号)となるとされている｡また,｢合理

化のための規格等の自主的な基準の設定 (5-2)｣と ｢公的規格等の普及の促進

(5-3)｣は,｢原則として違反とならない｣行為とされている｡ただし,前者

の場合は,需要者の利益を害さず,かつ,当該規格等によらない商品 ･役務の生

産又は流通を制限しないことが条件である｡そして,5-2でいう ｢自主的な基

準｣とは,団体が構成員に対して当該基準の採用を単に推奨する程度で実際にそ

れを採用するかどうかは個々の構成員の任意の判断にまかせるものをいう16)0

報告書は,(1)法律に基づく規格 ･基準認証制度に対する団体の関与と,(｡)団

体による自主的な規格 ･基準認証制度に分けて論じている｡(イ)の場合について

は,法律に基づく規格 ･基準に従って行政庁以外の者がその認証を行なって

も,検査等の開放性,無差別性,透明性等が担保されていれば基本的には問題

がないとする｡しかしながら,団体が指定検査機関として認証を行う場合でも,

個々の法律で機関となる要件が規定されているだけでは十分とはいえず,実際

の運用においても開放性等が確保される必要があるとされる｡次に,(｡)の場合

(自主的な基準 ･認証制度)については,事業者団体ガイ ドラインの考え方が

確認されている｡すなわち,規格 ･基準認証制度が,価格協定等の補完など競

争制限を目的としている場合や,規格 ･基準によらない商品 ･役務に対する需

要があるのに,その供給を不当に封じ需要者の利益を害する場合には,独占禁

止法上問題となる｡ また,規格 ･基準の遵守を制裁金,除名処分等の強制によ

り会員の競争手段を制限し,規格 ･基準に合致しない商品等の供給を制限する

のは独占禁止法上問題となるおそれがある17)0

16) ｢自主的な基準というのは,団体が構成員に対して当該基準の採用を単に推奨する

程度で実際にそれを採用するかどうかは個々の構成員の任意の判断にまかせるもの

をいう｣ (地頭所五男編 ･詳解事業者団体活動指針 (1980)54頁)｡

17)毎年公正取引委員会事務局が公表する相談事例から,実例をいくつか紹介する｡

① 鋼製建築資材の製造業者の団体の例 (昭和61)0 《相談の要旨》内装用の鋼製建

築資材の製造業者の団体が,会員が民間発注の工事向けにJIS規格を下回る品

質の製品を製造販売することを防ぐために,団体として,(-I)JIS規格品以外は,

製造 ･販売しないこと,さらに製品を使用する内装工事業者の団体との間で,伺

JIS規格品以外のものは販売及び購入をしないこと,員外者の製品は使用しない

こと,を協定することについて｡
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前述のとおり,基準 ･認証制度がアウトサイダーの活動に与える影響を問題

としている点が報告書の新しい部分であるが,これについては次のように述べ

る｡ まず,団体が公的規格の原案作成等に関与する場合は,アウトサイダー等

を排除することなどを目的として,競争制限的内容のものを行政庁に採用する

よう働きかけることのないように注意すべきである｡次に,運用の次元での問

題点は次のとおりである｡ すなわち,規格 ･基準認証制度がないと事業を行う

ことが困難になる状況下で,(1)アウトサイダーの申込を拒否する場合,(｡)会員

であることを認証を受けるための条件とし,合理性のない加入制限を行う場

合,再手数料について不合理な格差を設けたり,審査の順序,審査期間,審査

基準等を運用上で差別的に取り扱う場合,には独占禁止法上問題となる｡そし

て ｢規格 ･基準認証がないと事業が困難となる｣か否かについては,｢当該制

度の普及状況 18),行政庁との関係を含め,当該制度の事業上の利益の大きさ

等を勘案して判断する｣こととなる19)｡報告書は,規格 ･基準認証を受けら

《回答の要旨》JIS規格の認定を受けるかどうかは事業者の任意であるから,(1)の

決定は事業者団体ガイ ドラインの ｢規格等の制限｣(5-1)に該当し,また(ロ)の

協定も取引先業界の自由な商品の選択を阻害するおそれがあり,独占禁止法上問

題となる｡ただし,JIS規格品である鋼製建築資材の使用を取引先業界等に訴え

るなどして規格品の普及につとめることは,ガイ ドライン ｢公的規格等の普及の

促進｣(5-3)に該当し,問題とならない (公正取引442号56貢)0

② 食肉加工品製造業者の団体の例 (昭和62)0《相談の要旨》食肉加工品には

JAS規格があるが,JASの基準に合致 しない品質の悪い製品が安売りされてお

り,売行きが伸び悩んでいるので,団体として,会員はJAS規格品以外の製造

を中止することを決定することについて｡

《回答の要旨》①のケースと同様,当該決定は独占禁止法上問題となり,JAS規

格品の普及促進活動は問題にならない｡また,JAS規格品の需要の促進をはか

るために,団体が一般消費者に推奨宣伝を行うことは事業者団体ガイ ドラインの

原則として違反とならない ｢需要促進のための共同宣伝｣(9-6)に当り,問題

とならない (公正取引454号76頁)0

18)自主規格の普及程度の一端を知るために,規格不適合製品の製造の程度に関する実

態調査を紹介すると,｢団体規格に適合しない製品の製造は自由であり,実際にも

そのような製品が存在する｣という回答が61.4%,｢団体規格に適合 しない製品の

製造は自由であるが,実際に団体規格に適合しない製品の製造はほとんど行なわれ

ていない｣33.8%,｢会員が団体規格を遵守しない場合は制裁金等がある｣4.8%と

なっている｡
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れない ことによる不利益が最 も顕著に現れ るのは,それが法令や行政庁の行為

と結びついている場合 (団体の定める規格 ･基準に適合 していることが,法定

基準又は行政庁の検査 ･確認を クリアーす るための前提 とな っている場合)で

あると して詳細 に検討 してい る 20)｡ さ らに,報告書が,今後 の対応 として,

基準 ･認証制度 の運用 における公正な手続の確立の必要性 21),および規格 ･

基準が技術の進歩,需要者のニーズの変化等により時代遅れにな り,新規参入

を阻害 した り需要者の利益を不当に害す ることがないように,規格 ･基準の不

断の見直 しを行な うことの必要性を指摘 している点が注 目に値す る｡

19)自主規格の認証が得 られない場合の不利益の程度については,｢事業上特段の影響

はない｣61.9%,｢事業上多少不利になるが,事業に支障を与える程ではない｣3

1.3%,r事業上著 しく不利になり,事業が困華になる｣6.8%となっている｡

20)この点に関する実態調査は次のとおりである｡｢告示等により団体規格に適合する

ことが法令に定める基準の要件として明示されている｣7.7%,｢実質上,団体規格

に適合すれば法令に定める基準を満たしていると行政庁から扱われている｣22.1

%,｢官公庁の発注に際しては,仕様により団体規格の採用が事実上義務付けられ

ている_‖;.2%,｢特に上記のような関係はない｣59.3%である (複数回答可)｡公

的規格にかかわって実際に外国製品の参入の際に大きな負担となった例について,

ジュリス ト座談会 (注 9)15-16貢参照｡

21)アウトサイダーに対する開放性の程度に関して,実態調査は,｢開放されている｣

64.9%,｢開放されていない｣35.1% の結果を示 している｡開放されている場合,

会員とアウ トサイダーの問で取り扱いについて差があるかどうかについては,｢あ

る｣29.6%,｢ない｣70.4%である｡差がある場合,具体的内容は,手数料の差が

大部分で,残りは必要添付資料,データ等である｡

次いで,検査 ･認証の手続的な側面の調査結果は次のとおりである｡規格設定の

際に会員以外の者の意見聴取を行なうかどうかについて,｢原案作成時に会員以外

の者の意見を聴取する場を設けている｣71.9%,｢アウ トサイダーの意見は聴取さ.

れない｣21.8%,｢消費者等ユーザーの意見は聴取されない｣6.3%となっている｡

検査 ･認証等の際の注意事項について,｢役員,検査員等の構成は業界会員でないも

のを当てるなど検査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないようにしている｣

44.0%,｢検査等以外の業務を行なっている場合には検査部門を独立させるなど,

検査等が不公正になるおそれのないようにしている｣24.0%,｢会員とアウ トサイ

ダーの問で,検査期間等に不公平が生 じないように注意 している｣46.0%,｢検査

を受ける側の業務上の秘密が (他の会員に対しても含め)漏れないように注意 して

いる｣48.0%,｢検査等の方法,判断基準をオープンにしている｣64.0%,｢その他｣

8.0%となっている (複数回答可)0
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(3) 団体の自主規制 (通常の団体の場合)

ここでいう自主規制とは,種々の観点から(利用者の保護,業界の信用向上,

社会公共への配慮など)事業者団体が行動基準 (codesofconduct)を定め

て運用する行為である｡自主規制は広範に行われているが,最近は規制緩和の

流れのなかで,公的規制の補完や代替として,行政側が自主規制を要請する場

合も多い｡また,自主規制が各種業法の中で法定されている場合や,行政指導

を受けて自主規制が策定される場合もある (以下 4(1)⑨参照) 22)｡

自主規制は,社会的に好ましい価値や目的を実現するなど合理的な側面を有

しているが,他方で,構成事業者の種々の活動に一定の制限を課すことになる

ため,競争制限的な結果がもたらされるおそれがある｡前述の事業者団体ガイ

ドラインでは,｢6 営業の種類,内容又は方法に関する行為｣がこのような

自主規制に関連する部分である｡｢広告の制限 (6-1)｣,｢営業日又は営業時

間の制限(6-2)｣および｢営業の種類,内容又は方法の制限 (6-3)｣は ｢違

反となるおそれがあるもの｣に分類され,構成事業者の競争手段を制限し,か

つ需要者の利益を害することになる場合には,違反 (8条 1項 1号,4号)と

なるとされている｡他方,｢社会公共-の配慮等のための基準の設定 (6-4)｣

および ｢虚偽 ･誇大な表示 ･広告を排除するための自主的な基準の設定 (6-

5)｣は ｢原則として違反とならない｣行為とされている｡

報告書もこの線にそって書かれている｡すなわち次のように述べている｡

｢諸々の社会公共-の配慮のため,営業の種類,内容,方法等に関する自主規

制が行われる場合には,社会公共への配慮等自主規制の合理的な目的に照し

て,合理的範囲の内容か否か,需要者のサービスの選択の余地を狭めることに

より需要者の利益を不当に害さないか,遵守を強制 していないか等を総合的に

検証 して判断する必要がある｡特に社会的夫踊 りが経済的規制に転化する場合が

考えられるので,目的のみでなく実態に即して判断する必要がある｡｣会員に

22)団体の自主規制という場合,広くとらえれば,前述の規格 ･基準に関する事業者団

体の行為をも含みうる｡報告書ではこの点が明らかでないが,そこで例示されてい

る具体例から判断すると,主として営業方法や内容に関する行動基準の設定および

その運用が想定されていると思われる｡
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対す る強制は,認め られるべ きではない｡ただ し,例外的に自主規制の内容 (警

察的法規の遵守,反社会的行為の禁止)によっては許される場合 もある｡

次に報告書は,実態調査か ら明 らかになった自主規制の類型 ごとに独占禁止

法上の考え方を検討 している｡具体的には,(1)倫理綱領,(｡)モデル約款,(/,)広

告 ･宣伝,その他,(I)商慣行 ･取引条件の改善その他,である23)｡以下 はそ

の要約である｡

23)営業の種類,内容又は方法等に関する自主基準に関する実態調査の結果は次のとお

りである｡自主基準の種類は,｢倫理綱領｣43.7%,｢商慣行,取引条件｣24.9%,｢モデ

ル約款｣16.4%, ｢広告｣15.0%,｢サービス内容｣ll.3%,｢時短｣8.9%,｢経

営のディスクロージャー｣3.8%,｢その他｣40.4%である (複数回答可)｡種類ご

との特徴は次のとおりである｡

(1) ｢倫理綱領｣では｢業界の信用向上｣,｢秩序維持｣,｢消費者等ユーザーの保護｣

等を目的としているものが多く,内容は,法令の遵守,不正行為の防止,社会的

使命の達成,社会公共の秩序に対する配慮,品位 ･倫理性の保持,関係業界との

協調等の業界の一般的抽象的な行動規範にとどまっているものが大部分である｡

ただし,倫理綱領に違反 した場合,制裁することがありうるとする団体が26.7
%となっている｡

(ロ) ｢商慣行 ･取引条件｣では,｢公正な競争条件の設定｣,｢業界の信用の向上｣,

｢業界の秩序維持｣等を目的としているものが多く,内容は,書面契約の推進,

取引にあたっての契約条件の明確化,返品 ･労務提供等の取引条件についての指

針等である｡

(/i) ｢モデル約款｣では,｢業界の信用の向上｣,｢消費者等ユーザーの保護｣等を

目的としており,内容は,一般消費者等ユーザーを対象として,契約の成立,履

行,解除,損害補償など,契約の内容の雛型を定めたいわゆるモデル約款である｡

法律の規定に塞いておこなわれることもある (運輸業種のモデル約款)｡一般消

費者等ユーザーを対象とするものにもかかわらず,｢ユーザーの意見を聴いて調

整したもの｣は31.4%にすぎない｡

(I)｢広告｣では,｢業界の信用向上｣,｢消費者等ユーザーの保護｣,｢公正な競争

条件の設定｣等を目的としており,内容は,商品内容に関する広告表示基準とし

ての,比較表現,優位性,不明確な表現等について,消費者に誤解を生じさせな

いようにしたり,品位を保つ広告を求めるもの等である｡違反に対する制裁の可

能性を認めた団体は37.0%である｡自主基準策定の際,｢需要者の意見を聴いて

調整を行なったもの｣は,25%である｡

㈹ ｢サービス内容｣は,設備,製品等にかかわる取扱いのマニュアルやアフター

サービスの内容等を定めたものが多い｡

N ｢時短｣では,年間総労働時間や4過 6休制等を定めるもので,違反に対する

制裁の可能性を認めた団体はなかった｡
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①倫理綱領｡倫理綱領の場合は原則的には競争制限的ではないが24),一般

的抽象的な表現の倫理綱領をもとに,競争制限行為やアウトサイダー排除が行

われる可能性がある｡倫理綱領違反が団体-の加入拒否や団体からの除名理由

とされている場合,競争者を排除する目的で懇意的に用いられると独占禁止法

(り ｢経営のディスクロージャー｣は,金融 ･保険業界が圧倒的に多く,最低基準

を定めるものや,必要的開示事項と任意的開示事項に分けて実施しているものが

ある｡

24)毎年公正取引委員会事務局が公表する相談事例から,実例をいくつか紹介する｡

① 消火器製造業者の団体の例 (昭和58)0《相談の要旨》消火器をざまん的な方法

で訪問販売する悪質業者の一掃をはかるために,㈹関係官公庁,消費者団体等か

ら寄せられた悪質業者に関する情報を会員に通報し,協力を要請すること, rp)会

員系列の全販売業者を団体に登録させること,(/,)悪質業者として団体が指定する

ものについては出荷停止の措置を講 じなければならないものとすること,等を内

容とする自主規制基準を設定することについて｡

《回答の要旨》悪質業者の一掃をはかるために自主規制基準を設定すること自体は

特に問題はなく,またその内容として机を決定することも問題はない｡ただし,

(｡)(,～)については,用い方によっては独占禁止法上問題となることも考えられ,(1)

でも十分その目的を達成できると考えられるとして,差し控えることを提案して

いる (公正取引405号18頁)0

② 賃金業者の団体の例 (昭和59)0 《相談の要旨》サラリーマン金融等を行なう貸

金業者を会員とする団体が,貸金業法の制定および主務官庁の通達に応ずるた

め,(j)広告の表示内容の規制,誇大広告の禁止を行なうことにより広告の適正化

を図ること,(｡)貸し付け利率の引下げ努力,無担保 ･無保障による貸付限度の規

制等を行なうことにより貸付の正常化を図ること,(,～)社会通念の範囲を逸脱した

取立て行為の禁止等を行なうことにより取り立て行為の正常化を図ること,を内

容とする自主規制基準を設定し,傘下会員に遵守させることについて｡

《回答の要旨〉貸金業法及び同法の運用通達の趣旨にそって,社会的批判の的となっ

ている高金利,過剰な貸付け,苛酷な取り立て等の問題の是正を図るため,自主

規制基準を設定することは,その内容が一般的,訓示的であり,需要者の利益を

不当に害さず,かつ会員にその遵守を強制しないものであれば事業者団体ガイド

ラインの原則として違反とならない ｢社会公共への配慮のための基準の設定｣

(6-4)に当り特に問題はない (公正取引420号47貢)0

③ 投資顧問業者の団体の例 (昭和62)｡《相談の要旨〉投資顧問業法34条の規定に

よる登録を受けた業者を会員とし,同法に基づいて設立された団体が,団体とし

て,投資顧問業界の健全な発展と投資者の保護を図るために,広告,勧誘の適正

化についての自主基準を作成することについて｡

《回答の要旨》②のケースと同様の理由から,事業者団体ガイ ドラインの ｢社会公

共への配慮のための基準の設定｣(6-4)に当り特に問題はない (公正取引454
号76頁)｡
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上問題となる｡

②モデル約款｡モデル約款の採用は,利用者保護や業界の信用向上を目的と

して採用されるものである｡しかしモデル約款は,取引条件に係わるものであ

るので,その利用はあくまで任意でなければならない｡内容に価格等の具体的

な取引条件が含まれている場合には,独占禁止法上の問題となるおそれがあ

る｡またモデル約款の作成には,利用者の意向が十分反映されていることが必

要である｡また,団体のモデル約款であったものを参考として法令上の標準約

款が定められているケースがある (運送業種の約款)｡この場合,標準約款に

よらない場合は個別の約款の届出制等をとっているが,行政庁は,標準約款に

よらない約款を一律に排除しないような運用を行うことに留意する必要がある｡

③広告 ･宣伝の制限｡広告の方法 (広告の内容,広告媒体,広告回数等)に

ついての制限は,競争手段を制限し,かつ需要者の商品選択に必要な情報を制

限することにより需要者の利益を害するものであり,独占禁止法上問題となる

おそれがある｡問題とならないのは,虚偽又は誇大な広告を排除したり,社会

公共の配慮のために行われるものであって,需要者の利益を不当に害さないも

のに限られる｡

④商慣行 ･取引条件の改善｡団体が商慣行 ･取引条件の改善,流通の合理化

等のために会員とその取引先との問の取引条件の明確化や取引条件の指針等を

定めたり,取引先に対 し,取引慣行改善を要請することが多くなっている｡ま

た,社会公共への配慮や労働問題-の対処のための営業の内容 ･方法等に関す

る自主基準 (たとえば,時短や環境問題に対処するための自主基準)を設定す

ることもある｡ 営業の内容 ･方法等の自主基準については,競争手段を制限し

たり,価格等の具体的な取引条件を統一する場合には独占禁止法上問題となり

うる｡一般的には,基準設定目的の合理性,内容の合目的性,需要者の利益の

確保,強制の有無等を総合的に勘案して違反か否かを判断することになる｡と

くに,このような自主規制は,取引先との力関係から,団体としての取組みが

ないとその目的の達成が困難な場合があることや,取引慣行改善は公正な競争

基盤を確保する効果があることに注意する必要がある25) ｡
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(4) 団体の自主規制 (専門職業の団体の場合)

専門職業の団体の場合には,報酬の基準の制定,品位の保持,執務に関する

規定等を団体の会則で定めるべきことが,それぞれの法律 (業法)で定められ

ており,これをうけて広範な自主規制が行なわれている｡つまり,自主規制が,

直接あるいは間接に,法律の根拠をもっていることが多いのが特徴である｡報

告書は,自主規制そのものは,専門職業の課せられた社会的使命の達成のため

の行動規範として合理的なものと考えられるが,㈹需要者の利益を不当に害す

る危険性は通常の団体と変らないこと,(｡)最近これらの団体の経済活動が活発

になるとともに自主規制の競争制限的効果が問題となりっっあること,(/～)サー

ビス貿易の自由化の要請のなかで,最近これらの業界の閉鎖性が指摘され,刺

25)公正取引委員会が受けた相談事例から,実例をいくつか紹介する｡

①加工食品卸売業者の団体の例 (平成 2)｡《相談の要旨〉百貨店や大型量販店から

の一方的な返品 ･労務提供,多頻度小口配送の要求の問題に対応するために,団

体として,会員の取引先である百貨店や大型量販店に対し,いわゆる商慣行の改

善に関して各省庁の報告書等で取り上げられている課題を紹介した上で,一般的

な取引条件の改善について理解をお願いすることにより,個々の会員の覇り組み

の一助にすることについて｡

《回答の要旨》特に問題はない (公正取引491号59頁)0

② 医薬品卸売業者の団体の例 (平成 3)｡《相談の要旨》一般医薬品の流通に関す

る諸問題の解決に取り組んできた当該団体が,今後,次のようなことがらを団体

の取引上の指針とし,取引上強い立場にある全国展開の大型小売店やボランタ

リーチェーンなどに理解,協力を求めていくことについて｡(イ)卸は,小売との間

で配送単位 ･配送回数を明確化 し,少量多頻度配送の改善に努めること,(ロ)卸は,

小売との間で受注締切時間,納品日時を明確化 し,計画的なダイヤ配送を実施す

ること,ぐ､滝口は,自らの責任に属する場合,又はイベント商品,季節商品など事

前に返品について合意されている場合を除き,小売からの一方的な返品は受け入

れないこと (受入れない商品を列挙)0

《回答の要旨》団体として,会員の取り扱う商品の流通に関する諸問題について調

査研究し,会員の取引の指針を作成することは,会員の取引条件を制限するもので

ない限り,問題ない｡具体的には,上記用と桓)は,取引当事者間の取引条件の明確

化を図るものであり問題ない｡上記(,,)については,もしこれが返品を受け入れない

商品を指定して,これらの受け入れを拒否するのであれば会員の取引条件を制限す

るものであり事業者団体ガイ ドラインの ｢営業の種類,内容又は方法の制限｣(6-

3)に該当し,独占禁止法上問題になるおそれがあるが,(/すが独占禁止法上に優越

的地位の濫用に該当する返品を改善したいとする趣旨であれば,流通 ･取引慣行ガ

イドラインにおいて,独占禁止法上問題となる返品の具体例のついて示しているの

で,これを引用して改善を要請することは特に問題ない (公正取引502号66-67貢)｡
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度 ･自主規制にかかわる国際的整合性が課題となっていること,⇔強制加入と

いう閉鎖性の強い団体なので,一層,会員の自由な競争を阻害しない配慮が求

められること,等の事情をかんがみて,専門職業の団体による自主規制につい

て独占禁止法上の考え方を明らかにする必要があると述べている｡

報告書では,まず自主規制の実態が明らかにされ,次いで,自主規制の各類

型,具体的には,(j)報酬の標準等,(D)広告 ･宣伝 ･勧誘,(,i)名称使用,(i)会員

相互間の規律,㈹その他,について独占禁止法上の考え方が示されている｡最

も問題となる報酬基準の設定については,それを根拠づける法律の趣旨を勘案

する必要は認めっっも,独占禁止法上問題のない形で限定的に運用されるべき

であるとする｡すなわち,標準報酬や報酬が法定事項になっていることを受け

てその基準を金額で定める場合には,最低基準や目安としての標準金額を定め

るものについては,通常の団体と同様に,独占禁止法上問題となりうるという

観点から検討する必要があり,また最高限度額を定めることが法定されている

場合には,相当の価格により良質のサービスを提供することを制限するような

運用がなされないようにする必要があるとされる｡ 専門資格を有する専門職業

については,広告 ･宣伝 ･勧誘にかかわる自主規制が法定されているものが多

い｡報告書は,業界の競争を促進 し,需要者が良質廉価なサービスを受けるた

めに必要な業者の情報が提供されなければならないとして,広告媒体,広告回

数,報酬,経歴,業績等を含む広告事項の制限を行なうことは,法の目的を越

え,一般的に競争手段を制限するのみならず,情報量の不足により需要者の利

益を害するものであり,独占禁止法上問題となるおそれがある26)としている｡

26)詳細は,泉水文雄 ｢専門職業 (自由業)団体と独占禁止法｣ジュリスト1025号32
頁参照｡なお,報告書が検討した団体の活動類型は,本文で取り上げた(1ト(4)のほ
かに ｢(5)その他｣があり,ここでは ｢資格認定制度｣,｢統計作成･情報活動｣,｢商
品開発の制限｣,｢会員の差別的取り扱い｣,｢国際的活動｣,｢共同展示会,商談会の
開催｣について検討されている｡紹介は省略する｡ただ,｢資格認定制度｣の場合
は,アウトサイダーとの関係では基準 ･認証制度の場合と基本的には同趣旨が述べ
られていることだけ指摘しておく｡
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4.団体と行政との関係

報告書第4章は,事業者団体が事業者と行政庁の問のパイプ役としての機能

が高まっていることから,行政と事業者団体の関係を機能別に分類し,そこで

の独占禁止法上の問題点を網羅的に示している (49-56貢)｡報告書によれば,

事業者団体と行政の関係は,㈹行政-の協力,(ロ)行政情報の会員等-の伝達,

い)行政庁による業界実態の把握,業界から行政庁への意向の反映等に分けられ

る㌘ ) ｡ このような関係は,行政の肥大化の防止,行政の効率性の向上等のメ

リットがある反面,その分野や関係の仕方い かんによっては,(j)許認可等や行

政指導との関係で,競争制限的なことが行われる可能性がある, (｡)行政が団体

とのみ連携することになるとアウトサイダーや消費者等の意向が反映されず,

これらの者の利益が害されることがある,(/i)行政と団体との関係が不透明であ

27)団体が行っている機能に関する調査 (複数回答可)のうち,行政と関連する項目を

みると, ｢行政情報伝達｣83.5% (これが最 も多い),｢他の行政活動｣64.0%,

｢行政協力｣55.3%,｢行政意見具申｣53.7%となっている｡それぞれの項目の具

体的内容は次のとおりである｡｢行政情報伝達｣の場合は,｢法令 ･通達｣が全体の

77.5%,｢その他行政指導｣64.0%である｡｢行政協力｣は,｢公的規格作成に関す

る協力,原案作成｣41.6%,｢公的規格に関する検査 ･認証｣5.8%,｢許認可書類

の代行申請,事前審査｣8.1%,｢許認可に係わる需給状況等参考資料の説明,同意,

その他の関与｣14.0%となっている｡｢行政意見具申｣は,関係法令,税制,業界

に係わる政策等に関する陳情 ･要請等である｡ ｢その他の対行政活動｣は,｢行政

庁との定期的意見交換会の開催｣35.7%となっている｡

Lamb& Shields,Supranote2at167-173によれば,アメリカでも,事業

者団体と政府の関係は密接である｡アメリカの事業者団体は,とくに議会や行政府

に対する陳情 ･ロビーイング,政府への業界情報の提供において重要な役割を果し

ているとされている｡反 トラス ト法との関係では,団体の対議会 ･政府活動に対す

るシャーマン法の適用問題が有名であり,そこからNoerr-Pennington法理が生

れた｡これについては,たとえば,八木真幸 ｢政府請願行為と反 トラス ト法の適用

-ノア ･ベニントン理論と不実除外の事例研究(1)～(2)｣公正取引437号16貢,438

号21頁,439号49頁,440号53貢参照｡ また,やや古 いが,1940年の United

Statesv.Socony-Vacuum OilCo.,Inc.事件 (310U.S.150,60S.Ct.811)

において,連邦最高裁は,当時石油業界で蔓延 していた激しい価格競争を共同して

抑制すべきとする石油管理局 (Petroleum AdministrativeBoard)の求めに

石油会社が従ったことが,シャーマン法 1条に違反することを認めた｡被告 らは,

石油管理局の関与を,目的の正当性の根拠 としたが,最高裁はこれを受け入れな

かった｡これは,わが国において,行政指導が関与 したカルテルと独占禁止法の適

用が問題となる事例に似ている｡
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る等の問題がおこりうることがされている｡ そして,行政との関係における主

要な機能別の問題点について次のように報告されている｡

(1) 団体の行政への協力

報告書は,さらにいくつかのケースに分けて検討している｡要約すると次の

とおりである｡

①許認可等と団体の関係｡許認可行政 (参入規制,価格規制等)に団体が関

与している場合がある｡たとえば,行政庁が参入の許可等を行う場合に,(1)事

業者に対し団体の同意や調整等を得ることを条件とし,(｡)申請にあたって団体

の事前の審査や推薦を求め,又は(,i)団体を経由して申請させる,ということが行

なわれることがある｡その際,団体が同意しなかったり,同意に際して差別的条

件と付すことがありうる｡このような行政運営は,団体による事業者の数の制限

や事業活動に対する不当な妨害等独占禁止法上の問題となるおそれのある行為を

誘発する危険性がある｡価格,生産数量,生産設備等の許認可においても,団体

が一括して申請書をとりまとめて行政庁に提出する行為は独占禁止法上問題とな

る｡価格等の規制における画一的許認可は,団体のカルテル行為の誘発を防止す

る観点からも,その基準を緩和自由化していくことが望ましい｡

②規格 ･基準の設定等と団体の関係｡公的規格の設定において団体が原案作成

等を行う場合には,その内容が業界の立場を一方的に反映したものではないか,

アウトサイダーや需要者にとって不当に不利な内容になっていないかという観点

から検討を行うことが必要である｡行政庁も,規格 ･基準の設定の際に団体以外

の者の意見の聴取するなど,この点について十分配慮すべきである｡また,公的

規格の認証を団体が行う場合も,検査等が不公正にならないように十分チェック

し,アウトサイダーや需要者にとって不利になっていないか配慮すべきである｡

法律に根拠をもたない自主規格であっても,行政庁からの要請 ･指導を受け

ている場合がある28)｡行政庁は,需要者の利益が害されていないか,当該規

28)実態調査によると,団体の自主規格を設定している団体は全体の13.2%であるこ

とは先に示したとおりであるが,その理由のなかで ｢行政庁からの指導があった｣

とするものは20.0%である (複数回答可)0
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格によらない商品の生産 ･流通を会員に対 して制限していないか,アウトサイ

ダーや需要者の意見を聴取する手続をとっているかどうか等について十分

チェックすべきである｡また,自主規格でありながら強制的な性格をもつもの

(たとえば,行政庁の認定等を受ける際に団体の自主規格に合致していること

を前提にする行政実務がとられている場合など)については29),その内容が

競争制限的であったり,運用がアウ トサイダー排除の結果をもたらしている場

合には,独占禁止法上問題となるおそれがあるので,行政庁は監視 ･指導を徹

底する必要がある｡

③自主規制｡自主規制の根拠が法律に定められている場合や行政指導を受け

て行われる場合が多い30) ｡ このような場合には,行政庁としても,規制の目

的,規制の内容が必要な限度内にとどまっているか,需要者の利益を不当に害

していないか,適切な手続を経て作成されているか等を確認する必要がある｡

(2) 行政情報の伝達

行政庁が行政情報を伝達する際に,効率性の観点から団体を利用する場合が

ある｡しかし,事業者には団体に対する加入 ･脱退の自由が原則としてあるの

で,行政庁としては,とくに事業の成否に係わる情事削こついては,アウトサイ

ダーに対しても的確にそれを与えることは当然であり,アウトサイダーの円滑

な事業の遂行に配慮する必要がある｡また,団体にのみ行政情報を伝達すると,

行政施策や団体の活動に需要者やアウトサイダ-の意向が反映されないおそれ

があるので,この観点からも,行政情事削ま需要者やアウトサイダー等に提供さ

れることが望ましい｡さらに,団体に加入しなければ行政庁からの情報が得に

くいために円滑な事業活動を行うことが困難になる場合,団体がアウ トサイ

ダーの加入を不当に制限すれば独占禁止法上問題となる (前述 3(1)参照)｡

29)注20参照｡

30)自主基準策定の際に行政指導等があったかどうかについて,実態調査は,｢法定さ
れている自主基準であり,行政庁の許認可等を受ける｣20.7%,｢策定後,事後的
に監督官庁等のチェックを受ける｣27.7%, ｢策定の契機として行政指導があっ
た｣51,2%,｢行政庁の指導は特にない｣86.8%となっており,4割以上の自主基
準が,行政庁の関与を受けていることを明らかにしている (複数回答可)｡
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(3)行政庁による業界実態の把握,業界から行政庁-の意向の反映

行政庁が業界の実態,意向等を把握する場合,団体を通じて行えば,効率的

かつ的確な情報収集ができるという利点がある｡ また,行政庁が業界に団体の

結成や組織強化を働きかけるのは,このような業界の実態把握のためであるこ

とも多い｡しかし,問題は,行政庁に協力して団体が会員の実態 ･意向を取り

まとめる際,競争制限的な申し合せがなされたり,その取りまとめた結果が競

争制限的に用いられる場合である｡報告書は,行政庁が団体に対して,㈹統計

資料の作成等,(｡)需給見通しの作成,ぐう積算資料の作成,を依頼する場合につ

いて,それを通じて会員の間に価格や供給数量に関する暗黙の了解又は共通の

意思が形成されると独占禁止法上の問題となると述べている｡ここでの基本的

な考え方は,すでに事業者団体ガイ ドラインで明らかにされている (｢7 情

報活動｣)｡

逆に団体の側で政策問題について要望 ･意見をとりまとめ,行政庁に対して

これを提出,表明することは,それが単に要望 ･意見の表明に止まる場合には

問題はない (事業者団体ガイ ドライン, 1-14, 2-6,2-7)｡しかし,純然

たる政策問題ではなく,表面的には行政庁に対する要望の形態をとっている

が,実態上はカルテルや新規参入の阻害等の競争制限的行為が介在している場

合は,要望そのものは問題ないものの,競争制限的行為自体は独占禁止法の対

象となる31)｡

(4) 行政指導と団体の関係

ここでは,行政指導にかかわる団体の行為と独占禁止法の関係が述べられて

いる｡基本は,団体の行為が行政指導にかかわるものであっても,独占禁止法

に違反 しないように留意する必要があるということである｡具体的には,団体

に対して価格,数量等の市場条件に影響を及ぼす行政指導だけでなく,とくに

上記(1)で述べたような,価格,参入等の許認可行政にあたっての行政指導や自

主規制に関する団体への行政指導の独占禁止法上の問題性が指摘されている｡

31)ここでは,アメリカ反トラスト法において,議会や政府に対する活動と反トラスト

法の関係に関するNoerr-Pennington法理の影響がみられる｡
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(5) 団体と行政との今後の在り方

最後に報告書は,(1)～(4)の検討に基づいて,団体と行政との今後の在り方に

ついて意見を述べている｡ 内容は,これまで述べてきたことの要約であるが,

行政に対しては∴団体の組織 ･活動について,開放性,無差別性,透明性が確

保されているか,事業者の自由な活動を制限していないか十分に監督するこ

と,また,行政指導を行なうにあたっては独占禁止法違反を誘発しないように

配慮することが必要であるとしている｡同様に団体に対しても,行政庁への協

力,行政情報の伝達,行政庁への業界の意向の反映等を行なう場合,独占禁止

法違反が行なわれないように配慮すべきことを訴えている｡そして,行政と事

業者団体の関係について,透明性の確保が必要であることを指摘している｡

5.団体の活動に対する対応

報告書第5章 (57-58頁)は,以上の検討の結果にもとづいて,公正取引委

員会,事業者団体,関係省庁等が当面とるべき対応について述べている｡内容

の紹介は省略する｡

Ⅲ ま と め

事業者団体は,その多彩な集団的活動を通じて,企業の市場行動に影響を与

えている｡その意味ではわが国の産業組織の一部になっている｡ 事業者団体の

活動のなかで,とくに重要なのは行政との関係である｡報告書が注目している

点の一つはこれである｡行政の活動と結びっくことによって,事業者団体の活

動は,多かれ少なかれ,公的な色彩 ･役割を帯びることになる｡その活動は,

構成事業者に便益を与えるだけでなく,公共的な目的の実現に寄与することも

ある｡しかし,独禁政策の側からみれば,公的な役割を果しているだけに一層,

アウトサイダー等が便益を受けられないことによる事業活動-の影響,消章者

-の影響に関心を向けざるをえない｡ここから,開放性,無差別性,事業者の

自由な活動の保障,消費者等の外部の意向の反映などといった諸原則が生れる

ことになるのである｡他方で,事業者団体の活動の多様性及びそれが経済社会
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全体の発展に資する可能性を考慮すれば,独占禁止法上の対応は,明白な価格

決定や数量制限行為が行なわれる場合は別にして,この可能性をも考慮しなが

ら,かつ個々の事案ごとに,違法性を判断することが必要になる｡この点は,

事業者団体の活動規制に長い歴史をもっアメリカ反 トラスト法においても同様で

ある32)｡

今回の報告書の内容のなかで筆者がとくに興味を持ったのは,構成事業者以

外の事業者 (とくに競争者-アウトサイダー)に影響を与え,状況によっては

市場から排除する可能性の観点から事業者団体の活動を問題にしている部分で

ある｡報告書は,団体への加入制限という従来から問題とされてきた項目に加

えて,新たに,自主規格,基準 ･認証制度を取り上げ詳細に検討している｡以

下では,これらの行為について,独占禁止法の解釈の点から感想を述べて結び

としたい ｡

(1)加入制限

加入制限に関しては,すでに述べたように, 8条 1項 3号 (｢一定の事業分

野における現在又は将来の事業者の数を制限すること｣)の適用事例がいくつ

か存在する｡事業者団体ガイ ドラインでも,｢事業者数の制限 (10-5)｣とい

う項目のなかで,｢新規開業を阻止 し,若 しくは困難にさせ又は既存事業者を

排除する等により事業者数の増加を制限すること｣が ｢原則として違反となる

もの｣に分類され,条文として8条 1項 3号が挙げられている｡従来, 8条 1

項 3号の適用事例とされてきたのは,一方で団体が構成事業者以外の者に対す

る商品や原材料の供給をその供給元に圧力を加えるなどして,当該団体の構成

事業者でなければ事業の開始又は継続が困難な状況を意図的に作り出してお

き,他方で当該団体-の加入を制限するという場合であった｡このような場合

32)反 トラス ト法においては,価格,共同ボイコット (groupboycott),数量制限に

関する事業者団体の行為はperseillegalの取扱いがなされるが,その他の行為,

汀)メンバーの加入,除名,(ロ)製品の標準化,認証,(,,)行動基準(codesofconduct),

(I)価格 ･統計 ･顧客の信用状況に関する情報交換,(a)プロスポーツ組織の制限,な

どはruleofreasonに従って判断される (YonKalinowski,AntitrustLaws

andTradeRegulation,§6Ⅰ.01 (1992))0
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には,非構成事業者の事業活動に影響を及ぼし,最終的には市場から排除しよ

うとする意図 ･目的が明白である㍊ ) ｡ しかし,報告書の考え方は,適用範囲

をより広げているように思われる｡報告書が挙げている要件の一つは, ｢事業

者が活動するにあたって団体が重要な役割を担っており,団体に加入しなけれ

ば事業を行うことが困難となるような場合｣である｡つまり,ここで重要なの

は, ｢団体に加入しなければ事業を行うことが困難となるような場合｣が,人

為的に作り出されたものである必要はなく,団体の活動や機能を通じて結果的

に形成された,いわば客観的な状況でも十分だということである｡そして,こ

のような状況を背景に,合理性のない加入制限によって,参入阻止あるいは市

場からの排除がもたらされる場合が問題となる｡ ここでは,加入制限に合理的

理由があるか否が,競争制限的な意図の有無と関連することになる｡とくに,

報告書も取り上げているような,資格要件が抽象的 ･あいまいで運用次第で加

入制限的に働くケースの場合が問題になろう｡しかし,報告書によれば,合理

的理由は,加入制限による目的の正当性,および目的と制限内容との合理的関

連性を検証することによって判断するとされ,客観的な判断方法が示されてい

ることに注目する必要がある｡もっとも,公正取引委員会は､これまでも､専

門職業の団体 (医師会)については､このような解釈をとってきた｡報告書は

それを一般の事業者団体のケースにも広げようとしているのであろう｡

報告書のような考え方は,すでに1991年の流通 ･取引慣行ガイ ドラインで

も示されている｡すなわち,同ガイ ドラインは,｢事業者団体による共同ボイ

コット (第 2,4)｣の項で違反となる具体的な例を示している｡そのなかに,

｢販売業者を構成事業者とする事業者団体が,事業者団体への新規加入を制限

するとともに,構成事業者の取引先である製造業者をして,アウトサイダーに

対する商品を拒絶させること｣という従来の適用事例のはかに,｢役務を供給

する事業者を構成事業者とする事業者団体が,当該事業者団体に加入しなけれ

ば事業を行うことが困難な状況において,事業者の新規加入を制限すること｣

33)たとえば,最近の事例では,報告書にも引用されているように,仙台港輸入木材調

整協議会に対する件,平成 3年 1月16日勧告審決,審決集37金54頁｡
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が挙げられている｡ところで,流通 ･取引慣行ガイ ドラインは,このような行

為は8条 1項 3号 (その他同項 4, 5号)に該当するだけでなく,それによっ

て ｢取引を拒絶される事業者が市場に参入することが著しく困難になり,又は

市場から排除されることとなることによって,市場における競争が実質的に制

限される｣場合には,同項 1号にも違反するとされている｡したがって,違法

な加入制限に対する適用条文は,これまでの3号だけでなく,今後は1号も加

わることになる｡そうすると, 1号と3号の適用関係が問題となってくる｡加

入制限により,競争の実質的制限がもたらされる場合には1号が,そこまで至

らない場合には3号 (あるいは4, 5号)が適用されるということまでは,一

般的にいいうるが,競争の実質的制限が認められるのはどのような場合か,逮

用範囲の境界線は具体的にどこに引かれるのか｡この点の検討は別の機会に譲

りたい｡

(2)基準 ･認証制度

団体が行う基準 ･認証や自主規格は,取引に関する情報の不完全性をとり除

いて市場の働きを円滑にしたり34),商品 ･サービスの品質の向上,安全 ･衛

生の維持に貢献する役割を果している｡ しかし,報告書も述べているように,

団体が運用している基準 ･認証制度が,経済社会に普及しており,あるいは行

政庁の許認可等と結びっいているような状況で,認証を拒否された事業者が顧

客を得ることができず,事業者活動に大きな影響を受ける場合には,共同ボイ

コット (二次ボイコット)に類似した結果が生じる｡また,団体が自主規格に

合致しない商品を取り扱わないことを決定する場合には,直接の共同ボイコッ

トが問題になる｡前述のように,流通 ･取引慣行ガイ ドラインは共同ボイコッ

トが競争の実質的制限をもたらす場合には, 1号が適用されることを明らかに

している｡ 報告書は,基準 ･認証制度の運用が独占禁止法上問題となる場合,

どのような条文が適用されることになるのかについて詳しく述べていないが,

ここでも,加入制限の場合と同じ1号と他の条項との関係が問題となる｡また,

34)伊藤元重 ･ミクロ経済学 (1992)334頁｡
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報告書は直接に取り上げていないが,アウトサイダーの排除効果と,当該基準

･認証制度の目的 (品質,安全等を維持)の関係をどのように考慮すべきか,

後者が前者の正当化事由となりうるか,なるとすればどのような場合か,とい

うことも問題となる35)｡ 独占禁止法解釈における報告書の基本的な立場は,

前述 (Ⅱ2(8))のとおり, ｢団体活動の有益な機能を踏まえた独占禁止法の運

用｣であるから,後者も考慮事項として,総合的に判断されることになろう｡

実際の事例では重要な解釈問題となることが多いと考えられる｡

35)この問題については,実方謙二 ･独占禁止法 〔新版〕(1992)320貢,拙稿 ｢共同

ボイコットと正当化事由｣商学討究44巻 1･2合併号貢参照｡

付記 :本研究は,小樽商科大学平成4年度教育研究学内特別経費による研究成果の一

部である｡


